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○峰崎直樹君 民主党・新緑風会の峰崎でございます。 

 金融担当大臣がまだお見えになっておられないようで、副大臣はお見えになっているの

かな。金融問題がかなり多くを占めますので、金融担当大臣、もう少ししたら来られると

いうことでございますが、先に財務大臣等に中心になってお答えをいただきたいというふ

うに思います。 

 そこで、先ほどまで私どもの尾立委員の方からいろいろと新しい政策投資銀行について

中身は聞いてまいりましたけれども、この新しい政策投資銀行のガバナンスですね、最近

はやり言葉でございますけれども、そのガバナンスというのは一体どんな工夫をしていく

必要があるのかなと。これは移行過程、それからそれ以降のガバナンスについてどんな考

え方をお持ちなのか、まず最初にちょっと抽象的な質問でございますが、政策投資銀行の

総裁あるいは財務大臣にお聞きしたいと思います。 

 

○参考人（小村武君） 新しく生まれる銀行は株式会社法に基づく会社でございます。当

然、会社法の適用は受けます。そういう意味におきまして、現在会社法で求められている

コーポレートコンプライアンスなりガバナンスの規定等々が全面的に適用されます。監査

役の役割というのは大変重要になってまいります。そういう意味で、実質的な私どもの経

営、実質的な責任、こういうものは重くなると同時に、全額株主は国でございますから、

財務大臣のチェックも受ける、両方からのチェックを受けるという、そういう性格になろ

うかと思います。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） この移行期間中の新会社につきましては、会社法上の株式会

社でございまして、会社法の手続等にのっとって株主総会や取締役会あるいは監査役会等

を通じたガバナンスが機能するものと考えております。 

 さらに、この法律案におきましては、会社の目的を実現し、また、その業務の健全かつ

適切な運営を確保するために、事業計画の認可等、適切な政府の関与を行っていかなけれ

ばならないと考えております。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、移行過程は、今会社法がある、と同時に財務大臣のチェック

を受けるということになりますと、当然今までと同じように財務省からこの新政策投資銀

行に天下りと、こう称する言葉、余りいい言葉でないかもしれませんけれども。小村総裁

もかつては財務省の事務次官をやっておられた方ですよね。 

 そういういわゆるトップの、言ってみれば執行部といいますか、会社でいえば執行役員

というんでしょうか、そういったものの在り方についての工夫は、何らかの形の改革とい

うのは、今、今日は行革担当の方は大臣はお見えになっておりませんけれども、今、人材



バンクとか称して天下りバンクじゃないかと、こういうふうに呼んでいるんですが、そう

いう中身については当然今そういった点についての改革は行うと、こういうことでよろし

いんでしょうか。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） これは、移行期間中の新会社につきましては株主総会あるい

は取締役会でそのトップを決めると、こういうことになっているわけでございまして、私

どもとしては、当分の間は株主でございます、そういう点を含めまして、正に適材適所と

いう考え方でやっていきたいと考えております。 

 

○峰崎直樹君 いや、要するに安倍内閣の方針として、もう人材バンクをつくって、今ま

でのような同一の公務に属した人が固定的に次のポストに就くということはあり得ないと、

こういう方針は間違いなく実践をするということですね。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） 政府といたしまして、この種の機関に対して一定のポストに

就いていた者が自動的にそのポストに就くというような考え方は取らない、正に適材適所

という考え方でいきたいと考えております。 

 

○峰崎直樹君 その適材適所というのがくせ者なんですよね、なかなか。そういう意味で、

今うんとおっしゃっていましたし、経済財政諮問会議の議事録なんかを読むと、尾身財務

大臣の発言を見ていると、これはどうも今までと同じようなことを継続されようとしてい

るんじゃないかなと。かつての小泉さんだったら、そこで一発雷が落ちていたんじゃない

かなと思うんですが、残念ながら、今の総理にはそんな度胸がないのか、ほとんど議論が

十分尽くしてないような気がいたしますが。 

 そこで、これ今日、行政改革担当の行革事務局から株丹さんお見えになっておりますが、

最近、いや民間の人をやってもいいよということで、最近の事例でいいますと、私の方か

ら言いますけれども、中小企業金融公庫というのがございます。これ今度統廃合されるん

ですけれども、ここに民間の人が天下ったんですよね。民間の人が天上がったというか、

民間の方が総裁に就いたわけですよ。どこの会社だったか、株丹さん、御存じですか。 

 

○政府参考人（株丹達也君） 私、報道でしか承知しておりませんで、しかも記憶でござ

いますので正しくないかもしれませんけれども、帝人の関係の方でいらっしゃったんでは

ないかと存じます。 

 

○峰崎直樹君 全くそのとおりです。帝人の会社から中小企業金融公庫の総裁になられた

んです。 

 そうしたら、帝人のいわゆる役員名簿をずっと調べたら、ここにちゃんと通産省から、



そこに、たしか監査役だったと思いますが、常勤の監査役の方がそこにちゃんと入ってい

るんですよ。要するに、ぐるぐる回しやるんじゃないかと思うんですよ、民間といったっ

て。 

 それで、行政改革の事務局に是非、こういう実態はないかどうか。つまり、例えばかつ

て野村総合研究所だったでしょうか、あるいは野村総研から政府の公法人に天上がった方

がおられると。そうすると、そこの会社に、その代わりに、上がってきたんだからおれの

ところを引き受けてくれよと。これは私、多分そういうやり方、今の公務員制度の中で、

まあやむを得ないという言い方は私全然思っていませんけれども、必ず各省庁の官房は、

天下り先を用意しなきゃいけないんだから、一つ取られたらその分どこか取り返そうと考

えるんですよ。だから、それで民間のところに行っている事例というのがこれ見られるん

じゃないかと思うんですが、こういう事例について今まで調べたことありますか、行革事

務局。 

 

○政府参考人（株丹達也君） まず、公務員の再就職の関係につきましては、本省の課長、

企画官相当職以上の再就職状況につきまして、基本的には各府省で再就職の状況の公表と

いうのが行われてございます。これは内閣官房と総務省が総括をして行ってございます。 

 行革事務局につきましては、私は公務員制度の改革担当でございますけれども、それも

含めまして、民間出身の方が公益法人あるいは独立行政法人へ就職どういうふうにされて

いるかということについては具体的には把握はしてございません。 

 ただ、いわゆる天下りの問題についての御指摘に関しましては、ただいま政府案としま

して国家公務員法の改正法案を国会に提出をさせていただいて御審議を賜っておる最中で

ございます。今回の改正の案では、各府省等が行います再就職のあっせんについては全面

的に禁止をして、官民人材交流センターに一元化をするということとなってございまして、

法案が成立いたしますれば、いわゆる押し付け的あっせんによる再就職というのはなくな

っていくものというふうに思ってございます。 

 

○峰崎直樹君 だから、そういうあっせんはなくなる、お仕着せ的なものはなくなるだろ

うとおっしゃっているんですが、そう簡単に私はなくならないと思っているんですよ。そ

の抜け道的にこういうやり方をする場合があるんではないか、あるいは、過去そういうや

り方をしてきた例があるんではないかというふうに思えてならないわけです。 

 是非、株丹さん、株丹さんのところにお願いをするということになるのか、それともこ

れは場合によったら、参議院にはその制度ありませんけれども、衆議院にあるいわゆる事

前の調査ですね、立法の調査、あれは何調査といいますか、予備的調査、予備的調査を通

じてそういう事例があるかどうかを調べなきゃいけないなというふうに思っておりますの

で、その点、是非そういったときには調査には協力していただきたいというふうに思いま

す。 



 株丹さん、もう結構でございます、忙しいようなので。 

 

○委員長（家西悟君） 株丹次長、どうぞ御退席いただいて結構でございます。 

 

○峰崎直樹君 そこで、これは財務大臣に一点お話を伺いたいわけでありますが、要する

に、役所から下りていくことについての弊害もある、それから今申し上げたように、民間

から上がればいいってもんじゃないと。そうすると、私はやっぱり、先ほど来、政策投資

銀行の中には優秀な人材がおると思います。優秀な人材を内部から総裁を含めて登用して

いくということが、非常にこれは士気を高めていく上において重要なんじゃないかと思う

んですよね。こういう点については、まず財務大臣、どうお考えなんでしょうか。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） 内部からでも優秀な人材があれば大いに登用することは結構

だと思っております。あるいは、外部からでも結構だと思っております。 

 要は、組織とか何かにとらわれない本当に有為な人材を選定するということが一番大事

でありまして、これからいずれ民間銀行としてやっていく以上は厳しい競争場裏にさらさ

れるわけでありますから、その競争に勝ち抜いていけるような有為な人材がこの銀行のリ

ーダーになることが一番適切であると考えております。 

 

○峰崎直樹君 総裁は、総裁を経験されてどのようにお考えですか。 

 

○参考人（小村武君） 私は任命される立場でありますが、ただいま財務大臣がおっしゃ

ったとおりであると思います。 

 

○峰崎直樹君 もう三時になるかなと思ってもまだお見えにならないんで、それでは金融

庁からどなたか後ろに座っていらっしゃいますか。だれもいない。大臣が来ないと、じゃ

担当の方もおられないということなんだと思いますが、ちょっと時間的に先に進まないと

どんどん進められないんで、ちょっと先に、分かりやすいところからお話を先にさせてい

ただきたいと思います。 

 それでは、政策投資銀行にまずお聞きしたいと思いますが、政策投資銀行がいわゆる運

転資金というものを融資するということは可能なんでしょうか。 

 

○参考人（多賀啓二君） お答えいたします。 

 私ども、現行法、政策投資銀行法に基づきまして融資につきましては一年未満の短期資

金、いわゆる一般的には運転資金ということだと思いますが、これについては法律上でき

ないということでございます。 

 ただ、その先生の御趣旨は運転資金といっても一年を超えるようなものはどうかという



ことかなと思いまして、そういうことで申し上げれば、基本的に私どもの融資対象という

のは設備でございますので、いわゆる設備資金というふうに呼んでおりますけれども、告

示に基づきまして、いわゆる非設備資金といますか、研究開発資金だとかそういった設備

にある程度付随するものでございますが、こういうものについては融資対象にできるとい

うことでございます。 

 

○峰崎直樹君 ちょっとうっかりして、実はもう少し聞いておかなきゃいけなかったこと

があるんで、先ほど勝総括審議官の方がいろいろと移行過程ではなくてその後の話をされ

ていましたですね。そこで、移行過程は会社法で適用されるとか、あるいは財務大臣のチ

ェックを受けるとあったんですが、新しい政策投資銀行、将来的に完全民営化された後は

これは銀行法の適用になるんでしょうかというふうに言うと、多分、先ほど持ち株会社み

たいなことをおっしゃって、中には貸金業法の適用もある、中には銀行法の適用もあると

いう、そういうようなお話がございましたが、そういう将来的な、いわゆる持ち株会社形

態だとか、下にどういうものをくっ付けたホールディングカンパニーにするとか、そうい

うことはもう既に決まっているんですか。 

 

○政府参考人（勝栄二郎君） お答えいたします。 

 結論から申し上げますとまだ決まっておりません。完全民営化後の具体的な業態につき

ましては新会社の経営陣が移行期間中に検討するビジネスモデルに即して最適な業態を判

断していくものと考えております。 

 政府としましては、完全民営化後の具体的な業態について云々する立場にはございませ

んけれども、その上であえて申し上げますと、長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を

維持しつつ収益力を増強する観点からは、例えば主として出資業務を行う事業体も含めた

持ち株会社方式によるグループ形態も選択肢の一つではないかと考えております。 

 

○峰崎直樹君 そこはまだ決まってないと。これから有識者会議その他で将来的なものが

決まると、こういう理解でございますね。分かりました。我々とすれば、完全民営化とい

うふうに言われたときに、当然これ銀行だから銀行法の適用になるんだろうと、こう思っ

ていたわけですけれども、それ以外の様々な仕事、機能に入るかもしれない、こういうこ

とでいろんな将来の企業経営の在り方も変わってくると、こういう理解ですね。分かりま

した。 

 それでは、先ほどの話に引き続いて、政策投資銀行に引き続きお聞きしたいと思います

が、ＪＡＬに対して、今日はＪＡＬの問題について集中的に議論したいと思いますのでお

答え願いたいと思うんですが、ＪＡＬに対して三月末から今日まで政策投資銀行は幾ら融

資をされたのか、この点、お答えいただければと思います。 

 



○参考人（小村武君） ＪＡＬ全体についてＪＡＬ側から発表された数字はございますが、

私どもが個々に幾らということは守秘義務の関係から御勘弁いただきたいと思いますが、

全体的に申し上げまして、私どもが今行っている融資につきましては残高は増やさない方

向でこのところ、この二年間等々運営をいたしております。したがいまして、追い貸しを

しているということではございません。 

 

○峰崎直樹君 いや、追い貸しをしているとかしていないとかというんじゃなくて、たし

かこれはＪＡＬの新聞発表でもそういう、社長さん自身が、融資をしていただいていると、

資金繰りはめど付いたんだと、こうおっしゃっているわけですよ。 

 私らがつかんでいる限りにおいては、三月三十日の日に日本政策投資銀行が百億、みず

ほコーポレート銀行が八十七億と。そして、四月の二日に日本政策投資銀行は三百億、三

菱東京ＵＦＪ銀行が五十億、三井住友銀行が八億、合計三百五十八億。五月上旬以降にな

って、日本政策投資銀行が五十億、そして、これがまだ確定されているかどうか分かりま

せんが、みずほコーポレート銀行が六十三億、三菱東京ＵＦＪ銀行が三十九億、三井住友

銀行が十四億と、こうやって日付を追って融資をしていただいているということを私ども

は様々な情報媒体から知っているわけでありますが、日本政策投資銀行に関しては、この

三月三十日、年度をまたいで四月の二日、五月の上旬以降と、こういう三つの段階に分け

て、なおかつこれは、そういうことについては、答えられる、答えられない、どちらか答

えられて、先ほどのお話聞いているとどうも中身を明確にすることは避けたいとおっしゃ

っているんですが、やっぱりそれは明らかにしていただけないんでしょうか。 

 

○参考人（小村武君） 個々の融資につきましては、その企業、当該企業が上場企業であ

りますればやはりマーケットに影響があるということで、私どもから発表しているという

ことはございません。ＪＡＬ自身が発表した限りにおいては、私どももそれについてコメ

ントをいたすことはできますが、ＪＡＬ自身がそういう発表を出されていないということ

であります。 

 ただ、どういうふうな融資を行ったかと申し上げれば、私どもは、一度にということで

はなしに、年度をまたいだというところについては、私どもの銀行の予算の関係がござい

まして、政府系金融機関でございますから予算の制約がございます。その融資枠の関係で

年度をまたいだということは確かでございます。 

 

○峰崎直樹君 先ほど残高は増やさないようにしているとおっしゃっていましたけれども、

そうすると、いわゆるこういう形で融資をされる、まあ幾らかとか数字はもう、今私が言

ったのが正確かどうか、それは確認しようがないんですが、そうすると、これはロールオ

ーバーしていったと。要するに、向こうから返してもらって、そしてそれをまたその程度、

いわゆる残高を増やさないということですから、融資をしたということは、当然それ以前



の貸付けが返ってきて、それをロールオーバーしていったんだと。こういう理解なんでし

ょうか。 

 

○参考人（小村武君） 前回御融資いたしましたのは、九・一一のテロ、それからその後

に続くＳＡＲＳ、これ世界的に航空会社が難局に立ち至りました。そのときの緊急融資で

ございます。これは、ＪＡＬだけでなしにＡＮＡについても行いました。 

 長くなりますが、私どもは従来、ＡＮＡについて御融資関係がございました。ＪＡＬに

ついてはＪＢＩＣでございましたが、そのときに、緊急融資ということで私どもが代わり

に受け持ったわけであります。その後、今回の分につきましては、ＪＡＬにつきまして、

再生中期プランを作ってもらわなきゃいけない、リストラをしてもらわなきゃいけない、

そのために必要なものとして、退職金等々必要になってまいります。そういう対象事業を

精査して融資をしたということでございます。 

 

○峰崎直樹君 まだちょっと金融担当大臣お見えにならないんで、先に進めていきたいと

思いますが。 

 国土交通省にお伺いします。 

 日本航空の抱えている有利子負債の総額は幾らになっているでしょうか。 

 

○副大臣（望月義夫君） お答えさしていただきます。 

 日本航空の発表の平成十八年度の決算資料によりますと、平成十九年三月末現在の有利

子債務残高は一兆二百六十一億円となっております。 

 

○峰崎直樹君 一兆二百六十一億円ですね。これが日本航空の残高。前年に比べてどうな

っているんですか。 

 

○副大臣（望月義夫君） 昨年と比べまして、昨年が一兆二千三百六十三億円と伺ってお

りまして、約二千億円の減ということを伺っております。 

 

○峰崎直樹君 それで、この減になった要因というのは一体どこにあるんでしょうか。 

 

○政府参考人（鈴木久泰君） 事実関係でございますので、お答えさせていただきます。 

 ＪＡＬは、昨年に公募増資をいたしまして、報道されている数字でございますが、千四

百八十五億円の増資による資金を得まして、こういうものを活用してその有利子債務残高

を減らしたというふうに承知しております。 

 

○峰崎直樹君 そうすると、公募増資をして、大変評判の悪い公募増資でございましたけ



れども、やってはいけない公募増資だと私は思いますけれども、それによって過去の借金

を払ったと、これを減らしていったと、こういう理解であるということですね。 

 ちょっと委員長、済みません。金融担当大臣、三時には私お見えになるということで、

もうわざと回り回り回しているんですけど、これ以上ちょっと質問を続けるわけになかな

かいかないんですよね。 

 

○委員長（家西悟君） 速記をいったん止めてください。 

   〔速記中止〕 

 

○委員長（家西悟君） では、速記を起こしてください。 

 

○峰崎直樹君 山本大臣、本当に恐縮です。恐縮ですというか、ちょうど両方にまたがっ

ていたものですから三時までは無理ということなんで、三時からお待ちしておりました。 

 そこで、今日の一つの大きな中心はやっぱり破綻懸念債権という問題だというふうに思

っております。 

 そこで、金融担当大臣にまずお伺いしたいのは、破綻懸念債権というのはどういう状態

をいうのかということについて明確に答えていただきたいと思います。 

 

○国務大臣（山本有二君） 破綻懸念先債権と申しますのは、現在経営破綻の状況にはな

いけれども経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻

に陥る可能性が大きいと認められる債務者に対する債権をいうものでございます。 

 

○峰崎直樹君 破綻懸念先債権になったときに、銀行はそういうものを自ら破綻懸念先債

権だと認識した場合にはどの程度これについては引き当てをしなければいけないのか、こ

の点についてどのように考えておりますか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 各金融機関におきましては、自らの資産査定に基づいて抱え

ております信用リスクを把握し、商法、企業会計原則、公認会計士協会の実務指針等に基

づきまして適切な償却、引き当てを行うことが必要でございます。 

 このうち、破綻懸念先債権に対する引き当てにつきましては、債権額から担保の処分可

能見込額及び保証による回収が可能と認められる額等を勘案し、原則として個別債務ごと

に合理的と認められる予想損失額を見積もりまして、貸倒引当金を計上することとなると

考えております。したがいまして、銀行としてどの程度引き当てをすべきかにつきまして

は個別債務者ごとに異なるものでございまして、破綻懸念先債権にどの程度の引き当てが

必要かにつきましては一概には申し上げられないということになるわけでございます。 

 



○峰崎直樹君 一概には申し上げられないということなんですが、これ、先日、衆議院の

議事録を拝見していましたら、小村総裁、政策投資銀行で破綻懸念先債権の債権としてど

の程度引き当てているかということについて、平均値で八二％と、これで引き当てている

と、こういうお話だったんですが、政策投資銀行が貸し付けている債権で破綻懸念先と言

われているところに今までどの程度引き当てているかという点は八二％だというのは、こ

れはもう一遍再確認したいと思うんですが、それは間違いございませんか。 

 

○参考人（小村武君） 衆議院で私ども、多賀理事がお答えいたしましたのは、結果とし

ての数字であります。破綻懸念先についてどういう引き当てをするかというのは山本大臣

がおっしゃったとおりであります。 

 

○峰崎直樹君 通常七割から八割程度は引き当てると、こういうふうに言われております

わね。まあ八割程度が結果として引き当てていると。そうすると、破綻懸念先債権になっ

ている、先ほど山本大臣の方から、いや担保を設定したり、いろんな条件が違うだろう。 

 そこで、総裁、お聞きします。三月十九日、政策投資銀行は、四千億円の根抵当権設定

の仮登録をしたというふうに、ＪＡＬに対してですよ、これが報ぜられているんですが、

これは本当なんでしょうか。 

 

○参考人（小村武君） 私ども主として設備性資金をお貸ししておりますので、原則とし

て担保はいただいております。担保の設定はその契約の都度設定をいたしておりますが、

ただ、登記についてはいつやるかということは、これまた別の問題でございます。 

 今先生おっしゃった日付は恐らく最新時のものだろうと思います。担保の内容につきま

しては、例えば航空会社ですと機種の変動とか、変更等々がございますが、最新時の変更

したものはその日付だというふうに御理解いただきたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 三月十九日、最新時だと。その前は、いつこういう担保設定をされたのか、

その金額は幾らだったのか。ちょっと私、事前に十分通知していなかったので分かりませ

んが、多賀理事で結構ですが、分かりますでしょうか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 誠に申し訳ございませんけど、ちょっと事前にそういうお話を

伺っていなかったものですから、ちょっと今手元に資料がございません。 

 

○峰崎直樹君 また、もしかすると公認会計士法のときにもお話を聞く機会をつくりたい

なと思っておりますので、またそのときに教えていただければと思いますが。 

 私どもどうも、三月十九日になって急に四千億の担保設定をされたと。どうもこの辺り

に、ＪＡＬに対してメガバンクが破綻懸念先にしたんだと。これは、私ども一番最初に聞



いたのは、りそな銀行がそのＪＡＬに対する債権を破綻懸念先に落としたというふうに

我々は最初、報道を通じて聞いたわけです。これはかなり前でございました。これは大変

なことになったなというふうに思ったんですが、そのＪＡＬに対してメガバンクが破綻懸

念先債権にしたというふうに、大体三月の終わりぐらいから四月の初め辺りにかけて一斉

に報じられたわけでありますが、この点、金融担当大臣、お答えにくいかもしれませんが、

できればお答えいただきたいと思います。 

 

○国務大臣（山本有二君） そのような報道がありましたことは承知しております。申し

上げるまでもなく、個別金融機関の個別の貸出し内容、個別貸出先の債務者区分について

はコメントを差し控えさせていただいているわけでございまして、金融機関や取引先の権

利、競争上の地位その他の正当な利益を害するおそれ、また金融機関や取引先を風評リス

クにさらすおそれ等でございます。 

 そんな意味で、お許しを願いたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 恐らく政策投資銀行にお聞きしても、政策投資銀行はまだ金融庁の検査が

入ってないから破綻懸念先債権に下ろすという形になってないのかもしれませんが、しか

し、いずれにせよ、この報道を受けて以降、大変なばたばた大きな動きが生じてきており

まして、今日はそのことについて中心にしながらお話を伺おうと、こう思っているわけで

あります。 

 そこで、ＪＡＬが破綻懸念先債権であるかどうかということについては、金融担当大臣

も、総裁も、恐らく言を左右に振ってお答えにならないだろうというふうに思いますが、

今度はちょっと少し遠回りになりますけれども、ＪＡＬは今年二月にＪＡＬグループ再生

中期プラン、こういうものを打ち出したわけであります。このプランについてどのように

評価をされているのか、政策投資銀行総裁、あるいは国土交通省、御意見をお伺いしたい

と思います。 

 

○参考人（小村武君） 今年二月の再生中期プランにつきましては、これは私どもも厳し

く注文を付けました。その結果、例えば人件費について五百億円の削減、主としてボーナ

スのカット、あるいはリストラ、人員削減等々でございますが、こうした努力をしてもら

い、一定の評価をいたしております。 

 ただ、これで十分だということではございません。この計画を着実に実施すれば想定以

上の成果は得られると思っておりますが、更なる自己改革、自助努力、こういったものに

ついて経営の効率化を私どもは求めてまいりたいと、その基本的な態度は変わっておりま

せん。 

 

○副大臣（望月義夫君） お答えさせていただきたいと思います。 



 本年二月六日に発表されました日本航空の新しい中期経営計画につきましては、これは

民間企業である日本航空の経営に関するものでありまして、国土交通省として基本的には

コメントする立場にはないと考えておりますけれども、社内で議論を重ねるなどして取り

まとめたもので、関係者も一定の評価を与えていると聞いております。 

 それから、日本航空においては、中期経営計画を着実に実施することにより事業基盤の

再構築と経営の安定化を図っていく意向でありまして、既に特別早期退職措置や臨時手当

水準の大幅抑制など中期経営計画の実施に着手したところでございます。 

 国土交通省といたしましても、日本航空が中期経営計画を着実に実施することを強く期

待しております。 

 

○峰崎直樹君 総裁のお話を聞いても、今の国土交通省副大臣のお話を聞いても、どうも

この中期経営計画、もうこれかなり評価をされているという感じで受けたんですね。人件

費の削減を含めてこれを着実に実施してもらいたい、これが実施できれば必ず大丈夫だと。 

 お手元に今日は資料を用意いたしました。中期再生プランにおける連結営業利益の中期

経営目標。年度ですね、ＦＹと書いてあるのはフィナンシャルイヤー〇五、いわゆる二〇

〇五年の年度についての実績は、御存じのように航空運送事業に限って言えば四百三十億

の赤字、その他の事業を合わせても営業利益は二百六十八億の赤字でございました。 

 これ今年の二月に。ＪＡＬは去年もあれで作っていませんか、中期計画を。昨年三月の

二日と聞いておりますけれども、抜本的構造改革なる中期経営計画を発表して、そのとき

〇六年度の連結営業利益目標は幾らだったか。私の方から言います。百七十億だったんで

す。そうすると、今年二月に新しく作り直したこの〇六年（予定）と書いてある、もうこ

れは確定したのかもしれません、営業利益はマイナス七十億円。そしてその他の事業二百

億円の利益があって、合わせて百三十億円と。去年の計画は百七十億円だったのがもう百

三十億円と、こういうふうにもう達成ができなかったということで、新しくまた作り直し

ているわけですよ。 

 しかも、このいわゆる達成できなかった新しい三月期の決算、この〇六年の三月期の決

算については、事もあろうに五月二日のゴールデンウイークの谷間に発表されました。繰

延税金資産の評価で赤字に転落をしております。政策投資銀行さん、この経過について、

やや去年は、去年の計画はずさんだったと、今年のやつは大丈夫だよと、こういう保証で

きます。何度も何度も同じような計画を立てては、これはさいの河原の石積みというよう

な感じで私見ているんですけれども、どう思われますか。 

 

○参考人（小村武君） 今般の中期再生プランにおきまして、営業利益目標が百七十億円

から百三十億円に修正されたということは事実でございます。さらに、繰延税金資産等々

のことがございまして、最終損益ベースでは百六十二億円の赤字でございますが、営業利

益につきましては百三十億円と見ておったものが、二百二十九億円の黒字を計上いたして



おります。言わば上振れをしておりまして、営業ベースで見れば目標は達成されていると

いうことでございます。 

 

○峰崎直樹君 今、営業ベースで見たら達成されていると。この、しかし、中身が、今の、

二百二十億とおっしゃいましたけれども、相当いろんなものを売却したり、あるいはあの

厚生年金の代行の返上の問題だとか、本来の旅客業を営んでいるその日本航空が旅客業で

赤字が出る体質になっているんでしょうか。このことが一番問題なんじゃないですか。そ

の点、赤字になっているじゃないですか、黒字になっていないでしょう、旅客部門では。

航空運送事業でその営業収入と営業費用で一体どのぐらいの営業利益が上がったのか、そ

れをじゃ出してください。 

 

○参考人（小村武君） 営業利益ベースでの改善を私どもが求めているということで、先

ほど申し上げました人件費の五百億円の削減とか、いろんな改革案について今回の計画に

盛り込んでもらったということであります。 

 

○峰崎直樹君 いいですか、日本航空という会社は何をする会社なんですか。人々を運び、

そしてまあ荷物も運びますわ。そういうことをやって初めてそれでどれだけの利益が上が

っているかが最大の勝負なんでしょう。そこが赤字のままずっと続いているというのは変

わらないんじゃないですか、今年も。 

 国土交通省、どうですか。昨日、私の部屋へ来ていただいて、その点は黒字になってい

ないでしょうと言ったら、そのとおりですと認めたんじゃないですか。その点、どうです

か。 

 

○政府参考人（鈴木久泰君） 日本航空におきましては今必死に経営改善努力を進めてお

るところでございますが、昨年度の決算においては残念ながら航空運送事業本体でまだ完

全に黒字になるような域に達してないということはおっしゃるとおりでございます。 

 

○峰崎直樹君 もう必死になっていろんな資産を売却したり、資産を売却、まあ株式を売

却したり、様々な努力をしているということは私ども分かります。だけれども、肝心の一

番その本業がいつまでたっても黒字にならなかったら、これはいつかは駄目になってしま

いますよね、これ。その意味で、この中期再生プラン、これを今日は検証してみたいと思

っているんですよ。 

 これ見ていただいて、お手元の表ございます。運送事業で営業収入、営業費用、営業利

益と、こう書いてあります。この〇六年の営業利益のところのマイナス七十というのは、

これは今年の〇六年の三月期の決算がまだ出ていないときの数字でございまして、まだ予

定となっていますが、これは変わってまいりますね。これは全部本当は変えなきゃいけな



いと思うんですが。 

 そこでこの中期プランで最終的には二〇一〇年までの間に営業利益を八百八十億円にし

ますと、こういう計画が出ているわけですよ。そのためには、私はその他の事業のことは

余り今日は触れませんが、航空運送業の中で営業収入を増やし、営業費用をできる限りカ

ットしていけば、これは営業利益が上がってくるのは間違いないわけです。 

 そこで、中期再生プランのうち、営業収入がずっと、この一兆七千九百七十億円、これ

は少し上がってきていると思いますが、これが一兆八千百三十、一兆八千四百三十、一兆

八千六百、一兆九千百二十と、毎年のようにウナギ登りに上がってきているんです。どれ

だけ上がっているかというと、この一兆七千九百七十億円から足しますと、〇六年の予定

と書いてあるところに足しますと、千百五十億円営業収入が増えることになっているんで

すよ、この五年間の間に。 

 千百五十億円はどうやって増やすんですかということで、中期再生プランのうち営業収

入増加に寄与すると思われる項目と効果を引き出してまいりました。国際線で高収益路線

へシフトする、七十億円。国内線、これも不採算路線の聖域なき見直し、六十億。国内線

のファーストクラスの導入、四十億。ワンワールド加盟の効果、三十五億。国際線プレミ

アムエコノミーの導入、四十億。これ足してください。二百四十五億しかなりませんわ。

これもう本当に実際問題、これだけ二百四十五億上がるのかなと。私も国内線乗っていま

すけど、ファーストクラスに乗れといったら、結構高いファーストクラスだったらなかな

か乗りにくいなと、こう思ったりしますが、しかし、まあいずれにせよ、二百四十五億円

の増収、これは効果だと最大で見ている。 

 どうしてこれで千百五十億円になるのかなというふうによく調べてみると、実はその中

で座席利用率の向上と旅客単価の向上というものを挙げているわけです。それぞれ〇六年

の座席利用率が、国際線が六八％、国内線が六六％、これを二〇一〇年度、それぞれ七二

と六九に上げると、こういうふうに言っているんですが、この計画は旅客単価が平均する

と五％以上上がるということなんですけれども、この計画、つまりこのやり方でいけば一

千百五十億円増加する、このことは妥当な目標だよと、こういうふうにお思いでしょうか。

政策投資銀行総裁、国土交通副大臣、お答えください。 

 

○参考人（小村武君） 中期計画を着実に実施していただくということが私どもは何より

も大事だと思います。 

 旅客運賃につきましては、既に、ＡＮＡも同じでございますが、ＪＡＬも引上げを行い

ました。そういう意味では、たしか五％強でございましたでしょうか、足下一歩前進をい

たしております。 

 それから、中身につきましては、これからやはり旅客機を大型機から中型機へ変更して

いく、それによって、空気を運ぶことのない乗客率のいいものにしていくとか、あるいは

コストカットをこれから人件費を中心にやっていただく、こういうことがこれから実績と



してＪＡＬの経営者に私どもは求めていくということであります。 

 

○副大臣（望月義夫君） 日本航空の中期経営計画につきましては、先ほどからお話しし

ましたように、民間企業である日本航空の経営に関するものであり、国土交通省としては

基本的にコメントする立場ではないと考えておりますけれども、その上で御指摘の座席使

用料の向上について言いますと、今総裁の方からお話ございましたけれども、現在のボー

イング７４７、ボーイング７６７からボーイング７８７や新型のボーイング７３７などの

中・小型、中型機、小型航空機により運航の多頻度化を目指していることから、航空機一

機当たりの座席の数が減少して、結果として燃費の向上、それから座席利用率が向上する

と考えております。 

 また、旅客単価の向上について言いますと、これは燃油高騰に対した運賃値上げが寄与

していると、このように考えております。 

 こうした増収計画そのものについて国土交通省としては基本的にはコメントする立場で

はございません。これは民間の経営の問題でございますけれども、日本航空がこの計画を

着実に実施して、そして着実に成果を上げることを強く期待しております。 

 

○峰崎直樹君 総裁及び国土交通省、今おっしゃったことはどこのエアラインもやってい

るんですよ。国際線も激しい競争をやっていますよ。だから、機種の切替えだって全日空

の方が早く進んでいるんじゃないですか。 

 だから、そういうふうに、いや、今度出されたＪＡＬの提案は今までのどこの航空会社

もやっていない斬新なアイデア、正にイノベーションをやったと、これはすごいぞという

のであればこれは伸びていきますよ、それは。そういうことはありますよ。だけど、これ

はどこの航空会社も、それぞれ考えて、もう既にＡＮＡもやっている、世界のエアライン

もやっている。その中で世界でも競争していかなきゃいけない、国内でも競争していかな

きゃいけない。そのときにＪＡＬだけが、固定されてこれから人口は余り伸びないかもし

れない。先ほど、座席数の少ない便に切り替えれば、それはひょっとしたら、それは座席

の占有率は上がるかもしれません。しかし、トータルとしての売上高というのがどうなっ

ていくのかということもよく考えなきゃいけませんよね。それは、いろいろ販売戦略にも

懸かってきますからそれは言いませんが。 

 しかし、今おっしゃったことを聞いていても、それは何となく、我々からすれば、付け

焼き刃というか、余り、これは本当に、破綻懸念先債権に落とされたような、あるいは落

ちるかもしれないと言われるような、そういう企業のやるこれは再建計画ではないんじゃ

ないかなというのは、ここのいわゆる売上げのところからも言えるんじゃないですか。 

 そこで、もしこの会社はもう危ない、大変だとなったときに、通常、その取るべき方法

というのは一体どういう方法があるのか。経営不振の再生中の赤字会社。そうでしょう。

二〇〇二年でしたか、二〇〇三年からは、もう航空事業ではずっと一貫して赤字なんです



よ、これまで。そういう赤字会社において再生計画を打ち立てるときはどういう原則で臨

む必要があるんでしょうか。この点、総裁、どのように考えていらっしゃいますか。また、

国土交通省もお聞かせください。 

 

○参考人（小村武君） 企業の経営は、やはり経営者自身が自助努力でこれをやっていか

なければならないと思います。安易に金融団に頼むなり安易に他に助勢を求めるというこ

とをしてはならないと思います。そういう意味において、ＪＡＬの経営者に対しては更な

る効率化、合理化を求めていきたいと思っております。 

 先生おっしゃるように、今、最先端を走った改革をしているわけではございません。あ

るいは一周遅れの改革かもしれません。 

 ただ、世界の航空界は大型機から中型機へと移っております。これは、燃料代が大変高

くなってきた、そういう意味において合理化はやはり喫緊の課題として求められている。

これをまず遅れないようにきちんとやっていく。 

 あるいは、人件費についていろいろ御批判がございます。こういうものも自ら組合と体

を張って交渉していくなり、あるいは職員の皆さんも、こういう会社の状況を見極めて、

きちっと自らの会社についての協力をするなり、あるいはお客様に対するサービスの向上

によって需要を増やしていくと。その会社自身のこれからの真価が問われるものと考えて

おります。 

 

○峰崎直樹君 国土交通省、本当はちょっと、ややもう時間が迫ってきたので。 

 通常、政策投資銀行はメーンバンクというふうによく言われているんですよ、ＪＡＬに

対してメーンバンクだと。 

 金融担当大臣、メーンバンクって、ちょっと定義付け、もし分かれば教えてほしいんで

すが。 

 

○国務大臣（山本有二君） いわゆるメーンバンクについて確たる定義があるわけではな

いんですが、一般論として申し上げれば、当該企業にとって主たる債権者である金融機関

を指す場合が多いというように思っております。 

 

○峰崎直樹君 政策投資銀行は、自らは自分がＪＡＬに対してメーンバンクだという気持

ちはお持ちですか。 

 

○参考人（小村武君） 私どもは、残高が大きいということについては、これは否定いた

しません。 

 ただ、私どもの銀行は、先ほど御指摘のありましたように、運転資金をお貸ししている

わけではございません。預金を受け入れたり決済を受け持っておりませんので、日々の活



動なり日々の財務の取引というものはございません。そういう意味ではメーンバンクでは

ない。 

 しかし、残高が大きいからおまえメーンバンクだろうと、こう言われたら、それは違い

ますとか、あえてそういうことを申し上げるのはいたしておりません。 

 

○峰崎直樹君 なぜそういう話を聞いたかというと、総裁、メーンバンクが、このＪＡＬ

は、株主というものが物すごく数が多いんですよ、百万人超えているんですよ。たしか一

番個人で多い方が笹川さんという方ですね。笹川さんだったかな。笹川良一さんの息子さ

ん、笹川さんとかっていって、衆議院議員を前やられた方でございます。（発言する者あり）

あっ、糸山さんだ、糸山さんですね。笹川さんと親戚だという、ちょっとそっちの方があ

れだったんですが。非常に多い。だから、ある意味では日本の企業に特有な、この銀行が

しっかりメーンバンクだよと。この資本を持っている人たちの集まりがあって、そこで株

主総会がそういう人たちによってコントロールされているという、なかなかそういうもの

が利きにくい、そういう組織になっていると私は思うんです。 

 そこで、本当に貸し込んでいる金額からいけば実質上メーンバンク的な役割を果たして

いるのが私は日本政策投資銀行だと思っているんですよ。その政策投資銀行が、今総裁が、

私は中期経営計画に対して、いや、これはよくできている、まあよくできているとまで言

わないけれども、この計画に従ってしっかりやってくれればいいですよというふうにおっ

しゃったんです。で、経営者が一生懸命努力することが重要だと。いや、それは精神論で

は構わないんですよ。 

 私が先ほど、経営不振で再生中の赤字会社で再生計画を立てるときの原則というのは何

なのかと言ったら、保守主義の原則と、こういうふうに通常は言われるんですよ。しかも

それは、このＪＡＬの社長さんがアナリストの説明会でこうおっしゃっているんですよ。

過去の中期計画がことごとく未達に終わった中で、今回の中期経営計画は保守的に作った。

再建のための最低条件だ。正にそのとおりですよ。保守主義で、とにかくこれだけを、こ

れだけやっておけば、これだけの計画を立てておけば大丈夫だと、もしそれを上回れば、

それはよしとしなきゃいけない、それはいい方へ展開していくんだと、こういうふうにし

なきゃいけないんですよ。 

 そこで、またお手元の資料に戻っていただきたいんですが、「航空運送事業の営業収入が

伸びないと仮定を置いた場合の連結営業利益目標」というのを下に書かせていただきまし

た。つまり、〇六年の予定、一兆七千九百七十億円、これは基本的には伸びないんだと、

伸びないことを前提に置く、これが保守主義だと思うんですよ。いや、そんなことはない

よ、峰崎さん、もう〇六年度営業収入、少し伸びたんだよというふうに言われれば、ああ

それは結構と。しかし、また来年はどうなるか分かりませんよ、再来年もどうなるか分か

りませんよと、これだけ激しい競争世界ですから。つまり、これから先、二〇一〇年に八

百八十億の営業利益を上げようとすれば、まずは営業収入というのは本当に固く見積もら



なきゃ駄目なんじゃないんですかということを前提に置かないと、この計画はちょっと何

か変化が起きればすぐおかしくなっちゃう。また新しい経営計画の練り直しです。 

 そういうふうにしないためには、こういう運送事業である以上は、運送事業における営

業収入を固く見積もる、それをやったときに一体営業利益はどうなるのか。営業費用は計

画どおりにしたとして、どういうことになりますか。ずうっとこれ赤字になっていくんで

すよ、〇七年を除いて。そして、合計をすると、営業利益はどれぐらいになるのかという

ことを上との対比で見ていただくと分かるんですが、二〇一〇年には二百七十億円の赤字

になっちゃう。こういうことなんです。保守主義に基づいてその経営計画を立てるという

のは、このことを指すんじゃないでしょうかね。 

 そして今度は、この会社は、有利子負債、さっき一兆二千幾らと、こういうふうにおっ

しゃっておりました。有利子負債、一兆二千幾ら、いろんなところから借りたやつはそう

だろうと思うんですけどね。 

 この会社には、ちょっと次のページ開けていただきたいんですが、「中期再生プランにお

ける有利子負債削減計画」というのが載っております。〇六年度は、社債・借入等で一兆

五百二十億円、これ、削減計画でこれからどう減らすかということなんですが、リース債

務、未認識債務、未認識債務というのはこれは退職給与の引き当て不足、そういったもの

に対する引き当てであります、で一兆七千二百二十億円です。我々が見たときには有利子

負債はこれだけ借金がありますよと、これをずっと減らしていきたいと、こうおっしゃっ

ているわけです。社債・借入等を減らしていく、そしてリース債務もこれをどんどん減ら

していく、未認識債務も減らしていく。 

 さて、そこで、このいわゆる日本航空というのはこれだけの借金を抱えているところな

んですよ。じゃ、順調にこれ減っていくんだろうかねというときに、当然ながら、この一

兆七千億円という借金を抱えているがゆえに、どのぐらいの利息が年間払わなきゃいけな

いのか、二百億円弱払っている。支払利息以外にも航空機材の処分損が毎年大体百億円ぐ

らい発生すると言われている。どうしても三百億円程度の営業外費用が発生するというこ

とになっているために、要するに営業利益が三百億円出るということは損益分岐点なんで

すよ、このＪＡＬにとってみれば、借金がありますから。 

 それぐらいひどい状態になっているときに、どうやってコストカットをしていったらい

いのかということが実は問われているときに、どうも、この二〇一〇年の事業年度の連結

営業利益八百八十億円から逆算をして、どれだけのコスト削減を求めなきゃいけないのか

ということを割り返してみると、大体八百八十億円に三百億円の営業外費用があるという

ことは、実際の利益に直すと五百八十億しか出てこない。本当に八百八十億円を、本当の

利益を求めたいと思えば一千億を超える追加コストの削減が必要になってくるんですよ。

ちょっと正確にはあれですが、一千百五十億円というふうに私たち見積もっている。これ

だけの追加コストがなければ、実は実質八百八十億円という純粋の利益というのは出てこ

ないんですよ。 



 今、日本航空の販売費及び一般管理費は連結で二千五百六十六億円なんです。二千五百

六十六億円、販売費、一般管理費のうち一千百五十億円のコストカットをしなきゃいけな

い。これが実はその実態なんですよ。 

 そうしたら、基本給一〇％カットだとか、五万人を超えている従業員の四千三百人のカ

ットだとか、私も労働組合出身ですから、労働者の首切れとか労働者の賃金を下げろなん

というのはなかなか言いづらいことですよ。しかし、今再生で、要するに破綻しようとす

る、おそれもあるかもしれないと言われるような企業の再建計画を立てるときに、今申し

上げたようなレベルのカットの仕方で本当にこれ実現できるんだろうかと、できないんじ

ゃないですかと。 

 その意味で、もう一つ、実はこの退職金あるいは退職年金も含めてどのぐらいの、いわ

ゆるこの方々が、労働者がもらえる、そこの従業員がもらえる金額になっているかという

と、約一兆円ですよ、これ。そうすると、この間も何か部長クラスの人が辞めるときに八

千八百万円の退職金をもらうというような話がちょっと新聞報道に出ていましたけれども、

本当にこの会社は再建しようという気があるのかなと思えるような、そんな生ぬるい、い

わゆる人件費カット、コストカット、こういう状態になっているんじゃないかと思うんで

すが。 

 総裁、今私の話を聞いていて、いや、それは君ひどいよと、そんなことはできないよと、

こうおっしゃられますかね。それとも、やっぱり破綻懸念になろうとする企業であればそ

れぐらいはしなきゃいけないねと、そして良くなったらボーナスを増やしたり、労働条件

を上げるということだってあっていいじゃないかと、こういうふうに考えるのが普通、保

守的な観点に立ったときの再建の在り方だというふうに思いませんか。総裁、どう思われ

ますか。 

 

○参考人（小村武君） 今、先生から言われるようなことを私どもは実はＪＡＬに対して

も厳しく言っております。私がＪＡＬに代わって先生に、いやいや、大丈夫ですというよ

うな立場ではございません。私どもも同じ立場でＪＡＬに対していろんな注文を付けてお

ります。 

 そういう意味におきまして、私は、この再生中期プランで万々歳だということを毛頭に

も申し上げておりません。これをまず着実に実施してもらって、更なる改革をしてもらい

たい、その中身について、今種々私どもは注文を付けております。 

 それから、この計画について、収入が将来とも一定で経費だけが増えていくと。これは

どの企業においても将来、時系列を伸ばしていくと収支は合わなくなります。足下でも、

先ほど申し上げましたように、運賃の改定が四・七％平均でもう四月から実施済みであり

ます。 

 そういう意味におきまして、この収入がずっとこれ一定だということではございません

ので、着実にできるものからきちっとやっていく、これが今大事なことであって、先生の



そういう厳しいお言葉は私も肝に銘じておりますし、私がまた帰りましてＪＡＬの人たち

に対しても同じような趣旨で厳しく申し上げてまいりたいと、こう考えております。 

 

○峰崎直樹君 要するに運賃を上げたということで、その分はこれを、私まだその数字を

入れておりませんから、その分は当然横ばいだとしてもそれを上積みしなきゃいけないか

ら、これはちょっと厳し過ぎるのかもしれません。しかし、大前提として、破綻懸念先債

権に落とされたかもしれない、落とされようとしている企業にとって、これぎりぎりの資

金、後でキャッシュフローの動きを見ても、とにかくもうぎりぎりのところをずっと走っ

ているわけですよ。こういうことの計画を何度も何度もさいの河原の石積みのごとく作っ

てはまた作り直し、また作っては作り直しという、その連続がＪＡＬだったんじゃないん

ですかと、もう赤字がずっとこのところ続きっ放しじゃないですかということを言ってい

るわけですよね。 

 そうすると、そこのところは安易に収入がずっと引き続き伸びていくというような前提

で物事を組み立てていくと、これは相当大変なものになっていきますよと。本当に破綻懸

念先に落っこっちゃうというか、もう既に落っこっているというふうに言われていますけ

れども、私は取り返しの付かないところがあるんじゃないだろうかというふうに思えてな

らないんですよ。 

 だから、そういう観点でこの中期経営計画を承認をするという、もう認めているわけで

しょう。その中期経営計画でこのとおりやればお金を出しましょうということになってい

るわけですよ。だから、これが、今のＪＡＬが新しい局面になってきて、後でまた申し上

げますけれども、いろんなことでまた二千億から四千億の新しい資金を、資本を調達した

いとか、あれあれ、どうなっているんだろうなと。もう中期経営計画は着実に実践してい

るんだったら、二千億や四千億の間のデット・エクイティー・スワップだとかいろいろ言

われているものについて、こんなもの当然出てこないよねと。もし出てくるんだったら、

こんなもの、中期経営計画というのは御破算になっちゃったんだろうかなと、こういうふ

うに我々は見えちゃうわけですよ。市場はそういう目で見ちゃうわけですよ。だから、こ

の中期経営計画の大前提が余りにも甘過ぎるんではないんですかということを言っている

わけですよ。 

 そこで、お聞きします。ＪＡＬはいまだに株主優待券を出しているんですよ。年間百億

円に達するというふうに言われています。つまり、株主優待券というのは一単元株で、ち

ょっと今は変わりましたけれども、大体一枚出しているわけです。五〇％の割引です。こ

の単元株のいわゆる株主優待券というのは五〇％割引で、当然のことながら、これが金券

ショップで売られている。そうすると、大体平均五千円です。そうすると、今二百万株、

二百万単元株掛け五千円です、百億円です。 

 今、これだけ中期経営計画を立てているときに、百億円のいわゆるタコ配、これはタコ

配じゃないですか。タコ配と言っておかしくないほどの私は配当だと思うんです。そうい



うものをやめさせられなきゃ、これどうにもならないんじゃないかというふうに思うんで

すよ。その点、総裁及び国土交通省も、ＪＡＬのこういう状況の中で、ＡＮＡもやってい

るからＪＡＬもやっているなんていうんじゃなくて、これは相当やはり厳しくいかないと、

このままずっと百億ずつ毎年出していけるような余裕この中にあるんですか、中期経営計

画の中に。ないんじゃないんですか。その点についてどうですか、総裁。 

 

○参考人（小村武君） 株主優待券につきましては、これは株主と経営者との関係におい

て成り立っておりまして、私ども債権者としての立場と株主との、経営者との立場、これ

はおのずから違ってくるんだろうと思いますが、私どもの債権者の立場でいろいろ意見は

申し上げますが、経営者はその株主との間に立って総合的に判断を出されるものであろう

かと思います。 

 タコ足かどうかということは、これはいろいろ法的な面で詰めた上でのおやりになって

いるものでありまして、私が有権的解釈をするというわけにはまいりません。 

 

○副大臣（望月義夫君） 先生がおっしゃったように、日本航空では株主を対象に、所有

株式数に応じて国内線の普通運賃の五〇％割引で搭乗できる株主優待割引券を発行してお

ります。 

 こうした株主優待制度は、一般的に他の企業が実施しているものと変わりがなく、株主

への特典として提供しているのにすぎず、御指摘のような違法な配当には当たらないので

はないかなと考えております。 

 

○峰崎直樹君 もう何度も言いませんけれども、黒字企業、つまり交通運輸事業の中で、

本業で黒字を出している企業ならばまだしも、そこはずっと赤字続きで中期再生計画を毎

年のように出している企業が、年間百億円にも及ぶ実質上の配当と同じものを、つまり売

上げその分減っていくわけですから、半額券だから、そういう問題に手を着けないという

のは、これはタコ足配当と言われてもしようがないんじゃないでしょうか。これ、金融担

当大臣にタコ足配当とは何ぞやと聞こうと思ったんですが、これ該当しませんか。 

 

○国務大臣（山本有二君） なかなか個別の判断、個別の会社の経営判断に言及すること

は難しいものでございますし、一般論で申し上げれば、タコ足、自らの株主利益や債権者

返済に充てる原資でもって無理やりな配当をするというようなことでありますと違法性が

強くなってくるわけでありまして、簡単には申し上げられないというところでございます。 

 

○峰崎直樹君 この点は、私はどうしても、去年の十月にも同じような質問をしたことご

ざいますが、どうしてもこれは納得できないなと思います。 

 時間がないので先に行きます。 



 中期再生プランにおける今度は資金計画のところ、数字を見ていただきたいと思うわけ

であります。これは中期再生計画における資金計画で、昨年増資をいたしました。大変評

判の悪い増資で、もう以降は増資はできない、ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロと、こうなってい

ます。新規調達、これが六百十億、それから九百八十億、で、ずっと伸びていく。資産売

却ということで、持てるものをどんどん売って、最後、二〇一〇年ごろはもう四十億円ぐ

らいしか売るものがない。営業キャッシュフロー、これがいわゆる収入から入ってくると

ころの営業キャッシュフローですが、これが順調に伸びていく。こういう前提で合計して

四千億から三千六百三十、四千億から三千億円近いキャッシュフローが必要になってきて

いる。 

 キャッシュアウトは何で必要になるかというと、設備投資、千八十、この年度はどうも

借りられないためか、ちょっと少なくなっていますが、大体航空会社は飛行機を機材繰り

をしていくために設備投資をしなきゃいけない、一千四百億円前後必要だということで、

多分もうこれは発注しているんでしょう、恐らく。何年も前に発注しないと出てきません

から。そして、返済などということで、これがいわゆる資金返済に回る金ということにな

っているわけです。合計するとこれがやっぱり三千億台ということで、ネットでは、二〇

〇七年はマイナス八十億だけれども、翌年は十億、そして翌年はマイナス九十と、こうい

うふうになっているわけでありますが、果たして本当にこういうふうに入ってくるんだろ

うかなと。 

 先ほどの航空運送事業の営業収入が伸びないと。まあ、これはちょっときつ過ぎるとい

うのは、先ほど私も多少ちょっときついなと、もう少し少なくしなきゃいけないわけです

が、その数字をそのまま、前のページにあります営業収入のところを、マイナス二百六十

八から最後マイナス二百七十になるまでをそこに入れて、営業利益の差額を取り出してみ

たところどうなるかというと、二〇一〇年には千百五十億円の営業利益の差額があって、

そして中期、このプランの営業キャッシュフローからそれを引くと一体どういうことにな

るかというと、修正後の営業キャッシュフローは、二〇一〇年には千七十億円しか修正後

ありませんよと。そうすると、その修正後のやつで次の、先ほどのキャッシュインのとこ

ろを修正をいたしますとどういうことになるかというと、営業キャッシュフローが減りま

すから、キャッシュアウトは一定だとすれば、ネットはどんどんどんどんそのお金が足り

なくなる。これが私が非常に保守的に見たときのこのいわゆる推計値なんです。 

 どうでしょうか。こういうおそれというのは本当にこのＪＡＬの場合、今のような前提

条件を置くと、多少ちょっと値上げ分が売上高として上がってきておりますので、ここま

ではひどくないかもしれないけれども、保守的に見るとこういうふうになるという、そう

いうおそれというのは十分にあるんじゃないんでしょうか。総裁、いかがでございましょ

うか。 

 

○参考人（小村武君） いずれにしても、前提の置き方だろうと思います。前提が、こう



いう前提でありましたらこういう計算になります。ですから、それがフィージビリティー

があるかどうか、あるいはＪＡＬの言っているのが正しいのか、その辺のところは、私ど

もは金融機関としてきちっと精査をして審査をしていくということであろうかと思います。 

 

○峰崎直樹君 だから、その前提が甘い前提に立っておられませんか、それを、甘い前提

のものを中期経営計画として認めたんじゃないですかということを言っているわけです。

ああこれは相当やはりきつく行かないと大変だなというふうに思っていただければ幸いな

んですが。さて、もう事態はどんどん進んでいるんですよ。 

 そこで、会計士法のときにまたこのあとはちょっとやりたいと思いますが、そこで、こ

れで破綻懸念先債権に落とされたら、万が一ですよ、そうすると新しい融資というのはこ

れ原則としてなかなかやりませんよね。今までの三千億、破綻懸念先債権であれば、八〇％

とすれば二千四百億積み増しをしなきゃいけない、更にまた一千億貸してくれと言ったら

一千八百億のお金を用意しなきゃいけない。こういうところは恐らくもうだれも貸手があ

りませんよね。 

 そこで、今ばたばたばたばた何が起こっているのかというと、連休明けからＪＡＬグル

ープは株主総会を前にしていろいろ資金確保に向けて様々な努力を重ねているというのが

報道されているわけです。これは一昨日、大久保委員も質問しましたけれども、二千五百

億円の第三者割当て融資、これ優先株で議決権ありませんと。そのうち一千五百億円が政

策投資銀行を含む金融機関、一千億を商社などの事業法人で引き受けさせて、一部を金融

機関に返済する計画だと。その一部というのはＤＥＳ、すなわちデット・エクイティー・

スワップの組合わせでＪＡＬと政策投資銀行が内々に合意したんじゃないかというふうに

言われている、そういう報道があるわけでありますが、政策投資銀行の総裁、どういうふ

うにこのことを思っていらっしゃいますか。 

 

○参考人（小村武君） 先般も御質問があったときにお答えいたしましたように、ＪＡＬ

自身がそれを否定をいたしております。そういう意味において、私どもが関知するところ

ではございません。 

 原則を申し上げれば、そうした資本政策をする前に、やはりＪＡＬ自身がきちっとした

更なる計画、自助努力、そういったものをまず示してからでないとどの金融機関も理解は

示さないということであります。 

 

○峰崎直樹君 財務大臣、よろしゅうございますか。今、政策投資銀行を含めて、どうも

ＪＡＬとの間で、要するに金融庁の検査がこれから政策投資銀行に入ってくる。そうする

と、当然のことながら横ぐしが入って、他のメガバンクと同じようにこのいわゆる破綻懸

念先債権に落とされる危険性がある。これだけは何としても避けたい。そのためにはここ

で資本増強をやらなきゃいけない。しかし、株主の公募増資はできない。もう去年、あれ



だけ評判悪かったから。そうすると、デット・エクイティー・スワップである程度資本増

強していこうと。こういう発想というのは容易に出てくるおそれがあるんですよ。こうい

うものがどうも合意をされたんじゃないかというふうに言われていますが、そういうこと

は、財務大臣、どのように、もしそうだとしたら、そうでないことを祈っているんでしょ

うか、どういうふうに評価されていますか。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） 私どもとしては個別の民間企業の経営に関与をすることがで

きないという立場でございますし、また政策投資銀行は法律にのっとって、その責任にお

いて融資判断等をしているというふうに考えておりまして、私どもが融資審査等に関し関

与をすることは適切でないと考えているわけでございます。したがいまして、今の御質問

に対するお答えを、確たるものを申し上げるわけにいかないという立場を御理解いただき

たいと思います。 

 

○峰崎直樹君 こういう動きがだんだん我々の情報にも入ってくるわけですよ。どうも某

国会議員の秘書さんがメガバンクに、これをちゃんと受けるようにとか、そういう動きを

しているとか、そういう情報も含めて、これはガセネタかどうかはまだ私もはっきりしま

せん。 

 ですから、だれがどういうふうに言っているということはつかめませんが、どうもそう

いう動きを、様々なルートを使って執拗にその実現を目指そうといううわさがあるわけで

ありますが、これは事実なんでしょうかと言っても、恐らく、多分、事実でないとおっし

ゃるでしょうけれども、総裁、そういう動きがある、あるいはそういう話を聞かれたこと

はございますか。イエス、ノーで結構です。 

 

○参考人（小村武君） 国会議員の秘書の方が動いているという話は私は初めて聞きまし

た。 

 いろいろこういう問題についてルーモアが立ってくると思いますが、確定した事実に基

づいて御判断をいただきたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 これは、仮に破綻懸念先債権となっているＪＡＬに対して、優先的地位に

ある債権を回収しないでこういう劣後する優先株に増資に応じる、こういうふうになると、

一般論で結構ですが、株主代表訴訟や特別背任に当たると思うんですが、金融担当大臣、

どう思われます。 

 

○国務大臣（山本有二君） 一般論として申し上げるところでございますが、経営状態が

悪化している企業等に対して、金融機関等から自らの経営判断として資本支援等により再

生支援等を行うことにつきましては、通常、そのことをもってのみ直ちに株主代表訴訟や



特別背任といった法律上の問題が生じるということにはならないというように考えるとこ

ろでございます。 

 ただし、金融機関におきましては、そうした判断を行うに際しましては、当該金融機関

におけるリスク管理等の観点から、支援等の適切性について慎重に検討する必要があるこ

とは申し上げるまでもございません。 

 業績不振先に対する資本支援等につきまして、金融当局といたしましては、不良債権の

健全債権化等の観点から、市場に評価される再建計画の策定など幾つかの監督上の着眼点

を示しておりまして、各金融機関におきましてはこうした点を踏まえた対応を期待してい

るところでございます。 

 

○峰崎直樹君 いろいろ、我々からすれば、ＪＡＬが破綻懸念先債権になっていく、これ

は大変だなというふうに思うんですけれども、逆に、これは非常にうがった見方になるか

もしれません、もしかしたらおしかりを受けるかもしれないけれども、しかし、皆さんず

っといろいろ経過をたどっていくと、今の情報が、先ほど総裁は否定をされました。二千

五百億円の第三者割当て融資だとか、あるいはその他の様々な融資だとか、そういうもの

が行われるんじゃないか、あるいはこれはデット・エクイティー・スワップにするんじゃ

ないかとか、いろんなことが言われているわけでありますけれども、これはとどのつまり、

破綻懸念先債権になっていくということがはっきりしているから、何とかしてそれを回避

しなければ自分のところに火の粉がかぶってくるぞと、それを何とかして早く阻止しよう

というのは、当然これは私、考え得る一つの方法として出るんだろうと思ったんですよ。 

 それは否定をされましたけれども、しかし、こういうことを考えていると、これだけの

二兆円近い、一兆七千億円余りの有利子負債を抱えている、なかなか赤字から脱却できな

いＪＡＬをずっとこれを抱え続けていこうというのは、基本的には政策投資銀行を民営化

を遅らせるための手段としてやっているんじゃないのか。今、後ろの方でお笑いになった

り、あるいはいやという首をひねった方おられますけれども、私は十分これ、先日、共産

党の大門さんが、政策投資銀行の方は何か息沈んでいますねというような話をされていま

したけれども、ある意味では、財務省としても、できれば政策投資銀行は完全に民営化さ

れない方がいいかもしれない。あるいは政策投資銀行としてもそういうことの方が、今の

ようなスタイルの方がいいと思っている方がおられるかもしれない。そういう意味で、そ

ういうことの戦略の一環としてやられているんじゃないのかと、こういう御指摘を受ける

ことがあるんですけれども、この点、財務大臣と政策投資銀行の総裁、明確にこのことに

ついてのお答えをお聞きしたいと思います。 

 

○国務大臣（尾身幸次君） 財務省といたしまして、先ほど申し上げましたように、個別

の民間企業の経営に関与する立場にはなく、その点についてのお尋ねの件について、その

ような事実は全くないと考えております。 



 元々、政策投資銀行につきましては、既に行政改革推進法において完全民営化すること

とされており、その完全民営化を実現するための法律である株式会社日本政策投資銀行法

案については、現在、ただいまこの委員会を含めまして、国会で御審議をいただいている

ところでございます。 

 この政策投資銀行の完全民営化は、今般の政策金融改革の一環として必ず成し遂げなけ

ればならないと考えておりまして、所管大臣として今後とも全力で取り組んでまいる所存

であります。 

 

○参考人（小村武君） 尊敬する峰崎先生からそういう質問を受けることは、私はもう大

変残念であります。私どもはそういうけちな精神でやっているわけではございません。自

ら民営化をして立派に生き残る、これが私どもの最大の課題であります。ＪＡＬをネタに

民営化を阻止するとか、そういう考え方、誠にだれ一人として持っていない。私どもの名

誉のために、そういうルーモアが世の中に流されてこの国会でこういう質問を受けるとい

うことは大変残念なことであります。私は、職員に代わっても、こういうことに対しては

大変憤りを感じております。ＪＡＬはＪＡＬとして立派な会社にしていく、これは金融機

関として、私どもだけでなしに、すべてメガバンク等々とこれは金融機関としての責務を

果たしていく、これは当然のことでありますが、私どもの民営化と何ら関係はございませ

ん。 

 

○峰崎直樹君 そういう言葉を聞いて、是非そういう精神でやっていただきたいなという

ふうに思います。 

 国土交通省、副大臣がお見えになっていますが、ＪＡＬの問題については絶えず国土交

通省内部でもこれどうするかという議論があったやに聞いております。今破綻懸念先債権

に落ちたかもしれないと。私は、破綻懸念先債権にＪＡＬが格付をされ始めてきている、

そういう中で、先ほどのキャッシュフローの流れ、あるいはこれからの経営の伸びを見た

ときに、本当にこれでやっていけるのかなと。どういう将来展望というものを国土交通省

として、担当の官庁として考えておられるのか、もし何かあればこの機会に言ってくださ

い。 

 

○副大臣（望月義夫君） 先生の御質問でございます。 

 民間の企業に関し、経営再建計画につきましては、国土交通省として口を挟むべき問題

ではないと、そういうふうに思っておりますが、やはり我が国を代表する航空会社でござ

います。そして、我が国の安全、安心、公共交通として大変責任の重い会社でございます

ので、先生の御心配のように中期経営計画を着実に実施をすることを強く期待しておりま

すし、先ほど申しましたように日本を代表する航空会社としてしっかりとしてほしいと、

こういうことを私個人としても思っております。 



 以上です。 

 

○峰崎直樹君 そこで、今度は政投銀の方にまたもう一回移らせていただきたいと思いま

すが、金融担当大臣、クレジット・デフォルト・スワップという言葉が最近非常に出てお

りますが、これ何なんですか。 

 

○国務大臣（山本有二君） クレジット・デフォルト・スワップというのは、企業などの

信用リスクを売買するデリバティブ取引でございます。 

 具体的に申し上げれば、プロテクションの買手、信用リスクを切り離したいものがプロ

テクションの売手、信用リスクを引き受けるものにプレミアムを支払いまして、対象とす

る企業などに支払不履行等の一定の事由が発生した場合に貸出金や社債の元本相当額の支

払を受ける取引であると承知しております。 

 

○峰崎直樹君 そのクレジット・デフォルト・スワップの水準が政策投資銀行、昨年の三

月、これはクレジット・デフォルト・スワップがゼロ円だったんですが、昨年九月、これ

中間期ですけれども、一兆一千億円と急増しているんですけれども、これはなぜなんでし

ょうか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 正にクレジット・デフォルト・スワップは、クレジット、正に

信用取引の一つの手法ということでございますが、私ども、そもそもこの分野に、対象に

利用しましたのは二〇〇二年度でございまして、このころは、先生御案内のとおり大変金

融機関が不良債権処理に追われていたころでございまして、一種の金融機関の資本の健全

性の維持だとか、そういう目的のために私どもが正にこのＣＤＳを利用して対応したとい

うことが嚆矢でございました。 

 ただ、それだけが目的ではなくて、日本では、こういったＣＤＳ市場の発達というよう

な観点でいいますと非常に遅れておりまして、要は、そういった信用リスクを銀行だけが

全部引き受けるんじゃなくて、一般の投資家も含めて、これはもちろん適正なプライスで

ということですが、一般の投資家も含めてリスクを分散をしていくというマーケットの創

造は必要だろうということで、むしろ最近はそういう観点でＣＤＳに取り組んでおります。 

 先生先ほどおっしゃった、ゼロから急に増えたじゃないかということでございますけど、

ゼロになったというのは、正にそのころ、当初の二〇〇二年度ごろの金融機関の非常に財

務が不健全だった状態が非常に良くなってきまして、それですとんと落ちていったんゼロ

になったということでございます。 

 ただ、一方、先ほど申しました金融市場の活性化というような観点で、新たなニーズが、

これ金融機関等でございますけれども、出てまいりまして、それに対して私どもが対応し

て、結果的に一兆少しという金額が積み上がったという、これは自然の、ある意味自然の



増減でございまして、といいますのは、この分野は、対象がもう百件、二百件出てくると

いう世界じゃございませんで、せいぜい数件とか一、二件とか、こういうことでございま

すので、非常にある年によって金額が増えたり減ったりとか、こういうことは当然に起こ

り得るというふうに御理解いただければと思います。 

 

○峰崎直樹君 金融機関が不良債権問題で、それが二〇〇二、三年でなくなってゼロにな

って、また増えてきていると、これは自然の流れなんだと、こうおっしゃったんですが、

このいわゆる政策投資銀行が昨年九月期に一兆一千億円のＣＤＳを持っておられると、そ

の内訳、公表できますか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 誠に申し訳ございませんが、ちょっとその点に、個別の、だれ

に対して幾らやっているかという点についてはちょっと公表しておりませんので、その点

はちょっと御勘弁いただきたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 これ、民間企業、民間銀行だったらこれは開示しなきゃいけないんでしょ

うか。金融担当大臣、分かります。 

 

○国務大臣（山本有二君） 個社名は開示をしないルールでございます。 

 

○峰崎直樹君 それぞれの、今格付と言いましたけれども、どのぐらいのベーシスポイン

トで動いているかというようなことだとか、そういうのは私も調べたことはございます。 

 ＪＡＬのベーシスポイント、結構高いんですね、これ。ＪＡＬに貸している債権の確か

二・五％、ＬＩＢＯＲにプラス二・五ですから、相当高い金利で実はスワップをしている

わけです。 

 私は、これだけＪＡＬに対して大変危ないぞと、こう言われてきたら、当然、中小金融

機関は、本当ならばそれはもう、その債権はもうどこかに譲りたいと、あるいは売却した

い、引き取ってもらいたいと、こう思うかもしれない。しかし、どうもそうではなくて、

このＣＤＳを使って、要するに持ってはいるけれども、デフォルトするリスクは何％か払

いながら持っているんじゃないか、それがどんどんどんどん政策投資銀行に集中している

んじゃないのかと、こんな思いを持っているんですが、これは杞憂なんでしょうか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 先ほど申し上げましたように、ＣＤＳの中身については申し上

げられませんが、これも我々のＣＤＳの取組がどういう形でやっているかということで申

し上げますと、先ほど話がありましたように、正にこれ、我々がプロテクションを売ると

いう形で保証をするわけでございますけれども、私どもは、必ずこのＣＤＳをやるときに

はさらにその売ったプロテクションをもう一回買ってもらうというか、平たく言うと、再



保証に出しておりますので、ＣＤＳにかかわる取引で私どもが全額すべて我々がそのリス

クを引き受けるというふうなやり方は今までのところは取っておりません。 

 

○峰崎直樹君 多賀理事さん、今お話しになった、いわゆるＣＤＳをプレミアムをもらっ

て債権を保証すると。それをもう一回出すんですか。それは、何によってどういうふうに

して出すんですか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 必ずマーケットには売手と買手がおりますので、私どもが売手

となって、さらにその債権を買いたいという人に買ってもらうと、こういうことでござい

ます。 

 

○峰崎直樹君 そのＪＡＬのＣＤＳのいわゆる価格は、先ほど申し上げたようにＬＩＢＯ

Ｒプラス今二・五ぐらいに上がっているんですね、パーセント。これは少し異常に高いん

ですよ。これぐらい高いのは、あとソフトバンクぐらいです、調べてみたら。何でこんな

に高くなっているというふうに思われますか。 

 

○参考人（多賀啓二君） 個別の企業のそういったリスクプレミアムについて、私ども金

融機関でございますのでコメントするということは、大変申し訳ありませんが、ちょっと

御勘弁いただきたいと思います。 

 

○峰崎直樹君 もう時間が来たので終わらなきゃいけないんですけれども。 

 ある意味では、いわゆるＬＩＢＯＲプラス二・五というのは、日本のいわゆる大企業の

ＣＤＳの中では最も高い方の部類に入っちゃうわけですよ。つまり、それぐらい高いプレ

ミアムでないと恐らく受け取ってもらえないと、こういう私実態にあると思うんですね。

その意味で、やっぱりＪＡＬ債権に対して、ＪＡＬは破綻懸念先債権になったんじゃない

のかということをこういう面からも実は裏付けられちゃったんじゃないかなというふうに

思えてならないわけであります。その意味で、是非その点、私どもはＪＡＬの問題につい

ては、そういうＣＤＳのプレミアムを見ても、ああ、これは相当危ないなというふうに理

解をしていくというのが当然だというふうに主張しておきたいと思います。 

 ちょっとまだあと五分ぐらい次の質問者の間、空きましたので、そこで、じゃ金融担当

大臣、この金融商品取引法という法律が通りました。その中で、このクレジット・デフォ

ルト・スワップというのは株式同様金融商品だということになりますのでインサイダー取

引規制の対象になると思うんですが、この点はどうでしょうか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 金融商品取引法のインサイダー取引でございますが、上場会

社等の特定有価証券等に係る売買、その他の有償の譲渡若しくは譲受け又はデリバティブ



取引というように文言がございまして、これらを対象としております。いわゆるクレジッ

ト・デフォルト・スワップ取引は、この規制対象でございますデリバティブ取引の範囲の

中に含まれておるわけでございますので、インサイダー取引規制の対象になるということ

でございます。 

 

○峰崎直樹君 よく分かりました。 

 そこでもう一点、融資部門とそれからこのクレジット・デフォルト・スワップ、このト

レーダー、もちろんトレーディング部門があるわけですけれども、このいわゆる部門はチ

ャイニーズ・ウオールで隔てておかないとまずいんじゃないかというふうに思うんですが、

その点はいかがでございましょうか。 

 

○国務大臣（山本有二君） 金融商品取引法におきましては、特定有価証券等に係るクレ

ジット・デフォルト・スワップ取引はインサイダー取引の対象でございますが、当該規制

によりまして、例えば金融機関の役職員が貸出先企業の重要事実の公表前に当該企業の債

権等に係るＣＤＳのトレーディングを行うことは禁止されることになります。市場の仲介

者たる金融商品取引業者又はその役職員がインサイダー取引規制に違反することで、金融

商品取引に対する利用者の信用を失墜するような事態があってはならないというように考

えているところでございます。そのため、金融商品取引法の施行後、金融商品取引業者に

おいて当該規制が遵守されるよう必要な体制整備を図ることが重要であるというように考

えております。 

 どのような体制整備を行うかにつきましては各金融機関の判断によるものでございまし

て、当局はその体制の適否については事後的に検証するというような立場になっておりま

す。 

 

○峰崎直樹君 これで終わりたいと思うんですが、委員長、最後に参考人を実は招致して

おきたいと思うんです。 

 それは、今回の政策投資銀行法で本当は呼びたかったわけでありますけれども、今日の

議論を聞いていて、いろいろとこういう討論をしておりまして、やはり政策投資銀行が事

実上メーンバンク的になっている日本航空、やはりそれが一体どんな状態になっているの

かというのは大変我々にとっても重要なことであり、まあ公認会計士法になるかと思いま

すけれども、これは会計法、公認会計士の皆さん方のゴーイングコンサーンだとかそうい

ったことにも実は絡んでまいりますので、次期、日本航空の社長さんを参考人として呼ん

でいただきたいなということをお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思いま

す。 


